
国民健康保険税に

『子ども・子育て支援納付金分』が加算されます
� ●問い合わせ先　税務課　市税班　☎０９６－２４８－１１１４

20歳以上60歳未満の厚生年金に加入している人へ

退職（失業）による国民年金保険料の特例免除制度
� ●問い合わせ先　健康ほけん課　保険年金班　☎０９６－２４８－１２７５

国が進める『こども・子育て加速化プラ
ン』の一環として、令和8年度から国民健
康保険税に『子ども・子育て支援納付金』
が加算されます。

合志市国民健康保険税の『子ども・子育
て支援納付金分』は、所得割・均等割の2
方式で加算されます。

18歳以上に賦課する保険税率

所得割 0.1％

均等割 700円

会社を退職した人は、厚生年金から国民年金への切り替え手続きが必要になります。保険料の納付が難しい場合
は、『特例免除制度』が利用できます。

特例免除制度
審査は、本人の所得を除外して行ないます。（自

己都合退職も対象）
▶対象期間

退職（失業）した年の翌々年6月まで
▶配偶者の手続き

対象者が特例免除になった場合、被扶養配偶者
も、同時に申請することで免除が認められます。
※�世帯主の所得などに一定以上の所得があるとき

は、免除されない場合もあります
▶必要なもの
・�基礎年金番号がわかる書類（年金手帳など）また

はマイナンバーが確認できる書類
・�失業を確認できる公的機関の証明の写し（離職

票、雇用保険受給資格者証など）

▶申込方法
健康ほけん課、西合志総合窓口（御代志
市民センター）、須屋支所、泉ヶ丘支所
に提出またはマイナポータル

保険料の免除・猶予期間がある人へ
将来のために『追納（後払い）』がおすすめ

免除・猶予を受けた期間があると、将来受け取る年金
額が少なくなります。後から保険料を納めることで、年
金額を増やすことができます。
▶対象期間

免除・猶予を受けた期間から10年以内
※免除などの承認から3年目以降に追納すると、当時

の保険料に加算額が上乗せ
▶申込・問い合わせ先

熊本西年金事務所　☎０９６－３５３－０１４２
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サンプル世帯での保険税額は以下のとおりです。

世帯主（30歳）　給与収入50万円モデル
世帯⑤ 年額 200円

世帯主（30歳）　営業所得200万円モデル
世帯④ 年額 2,200円

世帯主（70歳）　年金収入200万円モデル
世帯③ 年額 1,000円

世帯主（70歳）　年金収入250万円、
配偶者（65歳）　年金収入80万円モデル

世帯② 年額 2,000円

世帯主（40歳）　給与収入400万円、
配偶者（40歳）　給与収入0円、小学生2人の場合モデル

世帯① 年額 3,700円

▲市ホームページ

▲マイナポータル

▲経済センサス―活動調査
　キャンペーンサイト
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